


 

 平成１９年度水質測定計画策定にあたっての 
基本的な考え方及び計画案の概要について 

                           

 平成 19 年 1 月 
福島県生活環境部水環境グループ 

 

１ 平成１９年度公共用水域水質測定計画について 
 

(1) 測定地点（別添計画案 3,4ページ） 

   水域毎の測定地点は前年度と同様とする。 
水域 平成１８年度 平成１９年度 増減 

河川 94河川 (111水域) 146地点 94河川 ( 111水域) 146地点 ０ 

湖沼 16湖沼 ( 16水域)  30地点 16湖沼 ( 16水域)  30地点 ０ 

海域 13海域 ( 13水域)  34地点 13海域 ( 13水域)  34地点 ０ 

計 123河川等(140水域)210地点 123河川等(140水域) 210地点 ０ 

 

(2) 水質測定項目（別添計画案 5ページ） 

   ア  生活環境項目 

前年度と同様、水素イオン濃度（ｐＨ）等１０項目について測定する。 

   イ 特殊項目 

前年度と同様、銅等５項目について測定する。 

   ウ  健康項目 

    前年度と同様、カドミウム等２６項目について測定する。 

エ  その他の項目 

従来、プランクトン等の９項目を定めていたが、「アルミニウム及び

その化合物」を追加し、全１０項目について測定する。 

アルミニウム及びその化合物については、猪苗代湖等で測定する。 

 

(3) 測定頻度等（別添計画案 12～41ページ） 

「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法

に基づく常時監視等の処理基準について」（平成１３年環水企第９２号環

境省環境管理局水環境部長通知）及び「水質モニタリング方式効率化指針」

（平成１１年環水企第１６３号環境庁水質保全局長通知）並びに「河川水

質調査要領（案）」（平成１７年３月国土交通省河川局河川環境課）に

基づき以下のとおり実施する。 

（別紙） 



ア 生活環境項目 

原則的には、前年度の測定頻度と同じとするが、全亜鉛について

は、水生生物に係る環境基準の類型当てはめが行われる蛭田川で測

定頻度を４回から６回に増加する。（別添計画案 30 ページ） 

イ 特殊項目 

前年度の測定頻度と同じとする。 

ウ 健康項目 

原則的には、前年度の測定頻度と同じとするが、昭和５３年度以

降一度も検出していないＰＣＢについて、阿武隈川の３地点で、測

定頻度を２回から１回に削減する。（別添計画案 17 ページ） 

 エ その他の項目 

原則的には、前年度の測定頻度と同じとするが、過去一度も報告

下限値以上の値を検出していない銅について、広瀬川等の５地点で、

測定頻度を４回から２回に削減する。（別添計画案 18 ページ） 

また、猪苗代湖の水質を把握するための重要な指標と考えられる

溶解性鉄、硫酸イオン及びアルミニウム及びその化合物について、

猪苗代湖及び流域の計３地点で、測定項目に追加する。（別添計画案 

14,15,33 ページ） 

(4) その他の調査（別添計画案 42～44 ページ） 

  ア 要監視項目の測定（別添計画案 42 ページ） 

前年度に引き続いて、要監視項目（クロロホルム等２９項目）の測定

を行い、知見の集積に努める。 

    測定地点数等 １１河川１４地点   

イ トリハロメタン生成能の測定（別添計画案 43 ページ） 

水道水源水域におけるトリハロメタン生成能による水質汚濁の状況を

把握するため、前年度に引き続いてトリハロメタン生成能の測定を行う。 

    測定地点数  １３河川１５地点   

ウ 猪苗代湖の補足調査（別添計画案 44 ページ） 

前年度に引き続いて、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画に

基づく各種施策の進捗状況を把握するために、猪苗代湖岸周辺の水質の

測定を行う。 

        測定地点数     １湖沼 ４地点 



 

前年度との変更箇所（公共用水域水質測定計画関係) 

 

連番
号 

河川等 
(測定地点) 

内 容 理  由 

146 
蛭田川 
(蛭田橋) 

全亜鉛 
４回→６回 

 環境基準の設定に伴い、監視の
充実が必要であるため。 

38 
 阿武隈川 
 (阿久津橋) 

ＰＣＢ 
 ２回→１回 

昭和 53 年以降、検出されていな
いため。 

41 
 阿武隈川 
 (蓬莱橋) 

ＰＣＢ 
 ２回→１回 

昭和 53 年以降、検出されていな
いため。 

42 
 阿武隈川 
 (大正橋) 

ＰＣＢ 
 ２回→１回 

昭和 53 年以降、検出されていな
いため。 

45 
 広瀬川 
 (阿武隈川合流前) 

銅 
 ４回→２回 

昭和 62 年以降、報告下限値
(0.02mg/L)を下回っているため。

52 
 摺上川 
(阿武隈川合流前) 

銅 
 ４回→２回 

昭和 57 年以降、報告下限値
(0.02mg/L)を下回っているため。

54 
松川 
 (阿武隈川合流前) 

銅 
 ４回→２回 

同上 

55 
 荒川 
 (日ノ倉橋上流) 

銅 
 ４回→２回 

同上 

56 
荒川 
 (阿武隈川合流前) 

銅 
 ４回→２回 

同上 

27 
長瀬川 
(小金橋) 

アルミニウム及び
その化合物を追加。
（測定回数年４回）

 猪苗代湖の水質を把握する上
で重要な項目であるため。 

28 
酸川 
(酸川野) 

鉄、硫酸イオン、ア
ルミニウム及びそ
の化合物を追加 。
（測定回数年４回）

同上 

153 
猪苗代湖 
(湖心) 

アルミニウム及び
その化合物を追加。
（測定回数年４回）

同上 

※連番号は別添計画案 12～41 ページの表に対応。 

 

 

 

 

 

 



２ 平成１９年度地下水の水質測定計画について 

 

(1) 測定地点数等（別添計画案 69～72 ページ） 

測定地点数 測定項目数 
区分 

Ｈ18 Ｈ19 増減 Ｈ18 Ｈ19 増減 

メッシュ 30 29 -1 750 725 -25 

概況調査 有害物質使用
等工場・事業場
周辺 

40 40 0 276 240 -36 

定期モニタリング調査 207 207 0 1,143 1,136 -7 

合計 277 276 -1 2,169 2,101 -68 

 

(2)  概況調査（メッシュ調査）（別添計画案 73,85 ページ） 

ア 測定地点数 

県内を概ね１０ｋｍ四方のメッシュに区分して、ローリング方式によ

り５年程度のサイクルで全メッシュ（１１３地点）を調査する。 

平成１９年度は、２９メッシュ２９地点で調査を実施する。 

イ 測定項目     

地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうちアルキル水銀を除く２

５項目を調査対象項目とする。 

 

(3) 概況調査（有害物質使用等工場・事業場周辺調査）(別添計画案74,86 ページ) 

   ア 測定地点数 

有害物質を使用又は製造している工場・事業場の構内にある井戸又は

その周辺の直近の井戸を選定して、平成１９年度は４０地点について調

査を実施する。 

イ 測定項目 

環境基準項目のうち、測定井戸の周辺の状況等に応じて選定する。 

 

 



(4) 定期モニタリング調査（別添計画案 75～80,87 ページ） 

   ア 測定地点数 

平成元年度から平成１８年度までに実施した調査の結果、汚染が認め

られた地区の井戸について調査を実施する。 

    定期モニタリング調査の前年度との相違点は、次のとおりである。 

① ３年間連続して環境基準以下等のため調査井戸を整理したもの 

      ６地点 

② 平成１８年度の調査結果から新たに追加するもの       

      ６地点 

③ 平成１９年度の調査地点数   

（平成１８年度地点数） （削減数） （追加地点数）（平成１９年度地点数） 

２０７地点 － ６地点 ＋  ６地点 ＝  ２０７地点 

     イ 測定項目 

  汚染の認められた項目を基本として、測定井戸の周辺の状況等に応じ

て選定する。 

 

(5) 汚染井戸周辺地区調査（別添計画案 69～71 ページ） 

平成１９年度の上記(2)から(4)の調査の結果等により、新たに環境基準

を超える汚染が判明した場合には、その汚染範囲を確認するために周辺井

戸調査を行うこととしており、現時点では計上していない。 
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Ⅰ 平成19年度公共用水域水質測定計画 
 

1 目     的 

本計画は、水質汚濁防止法第16条第1項の規定に基づき、福島県内の公共用水域の水質汚濁状況を

常時監視するために行う水質の測定について、必要な事項を定めるものである。 

 

2 測 定 期 間 

平成19年4月から平成20年3月までとする。 

 

3 対象水域及び測定地点数 
対象水域及び測定地点数は、別表－1のとおりとする。 

 

4 測 定 項 目 

測定項目は、別表－2のとおりとする。 

 

5 測 定 機 関 

測定機関は、国土交通省、福島県、福島市、郡山市及びいわき市とする。 

 

6 調 査 方 法 

調査方法は、「水質調査方法(昭和46年9月30日付け環境庁水質保全局長通知環水管第30号)」に

準拠するが、採水日及び採水部位については次のとおりとする。 

(1) 採 水 日 

採水日は、採水日前において、比較的晴天が続き水質の安定している日を選ぶものとする。 

(2) 採 水 部 位 

ア 河川については、原則として流心部の表層水を採水するものとするが、河川合流点下流又は

汚水流入点下流などであって、偏流の著しい場合は2点以上で採水し、それらを等量混合して1

検体とする。 

イ 湖沼については、原則として水域毎に定められた深度別に採水を行うものとする。ただし、

大腸菌群数、プランクトン及びクロロフィルaについては表層から採水したものを検体とする。 

ウ 海域については、原則として表層(海面下0．5m)、下層(海面下10m)の2層で採水しこれを等量

混合して1検体とする。 

ただし、油分、大腸菌群数及びクロロフィルaについては表層から採水したものを検体とする。 

なお、全水深が10m未満の場合は、表層のみの採水とする。 
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7 測定方法及び報告下限値等 

 測定方法及び報告下限値等は、別表－3のとおりとする。 

また、有効数字及び報告下限値の桁を下回る桁については切り捨て、pHについては小数第2位を四捨

五入する。 
 

8 測定地点別測定項目 

 測定地点別測定項目は、別表－4、別表－5及び別表－6のとおりとする。 
 

9 測定結果の報告 

(1)  測定結果は、「公共用水域水質測定結果電算入力要領」に基づき電算入力を行い、電子ファイ

ルにより、測定月の翌月25日までに福島県生活環境部長に報告するものとする。 

    なお、報告にあたっては、フロッピーディスク送付によるか電子メール送付によるものとする。 

(2)  測定の結果、健康項目について「人の健康の保護に関する環境基準」を超える数値を検出した

場合は、水質異常時における測定結果表により速やかに福島県生活環境部長に連絡するものとす

る。 
 

10 公     表 

福島県知事は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき、平成19年度公共用水域水質測定計画によ

る測定結果を平成20年7月末日までに公表するものとする。 
 

11  その他の調査 

(1)  要監視項目の測定 

     要監視項目の測定については、知見の集積を図るため、別表－7のとおり実施するものとする。 

(2)  トリハロメタン生成能の測定 

     特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法第24条に基づく

トリハロメタン生成能の測定を、水道の取水がなされている水域又はその上流の水域で、別表

－8のとおり実施するものとする。 

(3)  猪苗代湖の補足調査 

猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画に基づく各種施策の進捗状況を把握するため、

猪苗代湖岸周辺の水質の測定を別表－9のとおり実施するものとする。 
 

12 そ  の  他 

   本計画に定めのない細部事項については、関係機関が協議のうえ定めるものとする。 
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別表－1 
 

対象水域及び測定地点数 
 

水域区分 水系名 河 川 名(測定地点数) 計 

阿賀野川 阿賀野川(6) 只見川(2) 伊南川(2) 田付川(2) 宮川(1) 
旧宮川(1) 濁川(2) 押切川(1) 日橋川(1) 湯川(3) 
旧湯川(1) 大塩川(1) 溷川(1) 高橋川(1) 小黒川(1) 
長瀬川(1) 酸川(1) 舟津川(1) 菅川(1) 常夏川(1) 
大江川(1) 

21 
(32) 

阿武隈川 阿武隈川(10) 広瀬川(3) 小国川(1) 産ケ沢川(1) 東根川(1) 
滝川(1) 佐久間川(1) 摺上川(2) 八反田川(1) 松川(1) 
荒川(2) 須川(1) 濁川(2) 水原川(1) 女神川(1) 
移川(1) 油井川(1) 杉田川(1) 五百川(3) 逢瀬川(3) 
藤田川(1) 桜川(1) 亀田川(1) 大滝根川(2) 谷田川(1) 
牧野川(1) 笹原川(1) 滑川(1) 釈迦堂川(2) 社川(2) 
今出川(1) 北須川(1) 藤野川(1) 谷津田川(1) 堀川(1) 
泉川(1) 鯉川(1) 六角川(1) 

38 
(59) 

那珂川 黒川(1) 1(1) 

久慈川 久慈川(2) 川上川(1) 2(3) 

地蔵川 地蔵川(1) 1(1) 

小泉川 小泉川(2) 1(2) 

宇多川 宇多川(2) 1(2) 

真野川 真野川(2) 1(2) 

新田川 新田川(2) 1(2) 

太田川 太田川(1) 1(1) 

小高川 小高川(2) 1(2) 

請戸川 請戸川(2) 高瀬川(1) 2(3) 
前田川 前田川(1) 1(1) 

熊 川 熊川(1) 1(1) 

富岡川 富岡川(1) 1(1) 

井出川 井出川(1) 1(1) 

木戸川 木戸川(3) 1(3) 

浅見川 浅見川(2) 1(2) 

大久川 大久川(1) 小久川(1) 2(2) 

境 川 境川(1) 1(1) 

夏井川 夏井川(3) 好間川(2) 新川(2) 仁井田川(2) 4(9) 

滑津川 滑津川(1) 1(1) 

神白川 神白川(1) 1(1) 

藤原川 藤原川(3) 失田川(1) 宝珠院川(1) 湯本川(1) 4(6) 

鮫 川 鮫川(2) 四時川(2) 渋川(1) 3(5) 

河 川 

蛭田川 蛭田川(2) 1(2) 

計 94 河川(111水域) 146 地点  
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水域区分 水系名 水  域  名 (測定地点数) 計 

阿賀野川 大川ダム貯水池(1) 尾瀬沼(2) 奥只見貯水池(1) 田子倉貯水池(1) 

沼沢沼(1) 猪苗代湖(8) 檜原湖(3) 小野川湖(3) 

秋元湖(3) 曽原湖(1) 雄国沼(1) 

磐梯五色沼湖沼群(毘沙門沼)(1) 東山ダム貯水池(1) 羽鳥湖(1) 

14 

(28) 

阿武隈川 千五沢ダム貯水池(1) 
1 

(1) 

湖 沼 

鮫 川 四時ダム貯水池(1) 
1 

(1) 

計 16 湖沼(16水域)  30 地点 

相双地区 

地先海域 

相双地区地先海域(6) 松川浦海域(3) 

相馬港及び相馬地先海域(2) 原町市地先海域(3) 

4 

(14) 

海 域 

いわき市 

地先海域 

いわき市地先海域(3) 久之浜港(1) 四倉港(1) 豊間漁港(2) 

江名港(1) 中之作港(1) 小名浜港(3) 

常磐沿岸海域(6) 常磐沿岸海域(小名浜港沖)(2) 

9 

(20) 

計 13 海 域(13水域)  34 地 点 

 

(総括表) 

94河川(111水域)               146地点 

16湖沼(16水域)                30地点 

13海域(13水域)                34地点 

123河川等(140水域)             210地点 
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別表－2 

 

水 質 測 定 項 目 
 

区 分 項  目 

河川 天候、気温、水温、色相、臭気、流量、透視度 一

般

調

査 

湖沼、 

海域 
天候、気温、水温、水色、臭気、透明度、DOの飽和率 

生活環境項目 

水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、生物化学的酸素要求量（BOD）、 

化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質量（SS）、大腸菌群数、 

ノルマルヘキサン抽出物質（n－ヘキサン）、全窒素（T－N）、全燐（T－P）、 

全亜鉛（T－Zn） 

特殊項目 
フェノール類、銅（Cu）、溶解性鉄（Fe）、 

溶解性マンガン（Mm）、クロム（Cr） 

健康項目 

カドミウム（Cd）、全シアン（CN）、鉛（Pb）、六価クロム（Cr6
＋）、砒素（As）、

総水銀（T－Hg）、アルキル水銀（A－Hg）、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、 

1，2－ジクロロエタン、1，1－ジクロロエチレン、シス－1，2－ジクロロエチレン、

1，1，1－トリクロロエタン（MC）、1，1，2－トリクロロエタン、 

トリクロロエチレン（TCE）、テトラクロロエチレン（PCE）、1,3-ジクロロプロペン、 

チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素（NO3－N）

及び亜硝酸性窒素（NO2－N）、ふっ素（F）、ほう素（B） 

その他の項目 

アンモニア性窒素（NH4
＋－N）、オルトリン酸態燐（PO4

3--P）、EPN、塩素イオン（Cl-）、

 硫酸イオン（SO4
2-）、アルミニウム及びその化合物（Al）、陰イオン界面活性剤（MBAS）、

クロロフィルa、導電率、 プランクトン 

（注）（ ）内は、本計画において使用する略称を示す。 
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別表－3 

測定方法、報告下限値及び検水量 
表 示 方 法 

区
分 

項 目 測 定 方 法 検水量 
単位 報告下限

値 

報告下限
値未満の
記載方法

有効数字
最大桁数

有効数字 
最小の位 

天候 

環境水質監視調査シス
テムコード表（以下「コ
ード表」という。）の天
候コードによる。 

－ － － － － － 

気温 
日本工業規格K0102（以
下「規格」という。）7.1
に定める方法。 

－ ℃ － － － 小数点以下1桁 

水温 規格7.2に定める方法。 － 〃 － － － 〃 

流量 

水質調査方法(昭和46年
9月30日環水管第30号)
の4の(1)のカに掲げる
方法。 

－ m3／sec － － － 小数点以下2桁 

採取位置 コード表の採水部位コ
ードによる。 

－ － － － － － 

干潮・満潮時刻
測定時刻前後の干潮・満
潮時刻を潮位表（気象
庁）により調べる。 

－ 時 分 － － － － 

透視度 規格9に定める方法。 － cm － － － 整数 
（1の位） 

透明度 海洋観測指針（日本気象
協会）に掲げる方法。 

－ － － － － 小数点以下1桁 

色 相 コード表の色相コード
による。 

－ － － － － － 

水 色 フォーレル・ウーレ水色
標準液のNo.による。 － － － － － － 

一
般
調
査 

臭 気 コード表の臭気コード
による。 

－ － － － － － 

pH 告示に掲げる方法。 50mL － － － － 小数第2位を四
捨五入 

D O 〃 100mL mg／L 0.5 ＜0.5 2桁 小数点以下1桁 

B O D 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

C O D 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

S S 〃 5,000mL 〃 1 ＜1 〃 整数(1の位) 

大腸菌群数 〃  MPN／
100mL 

  〃 小数点以下1桁 

n－ヘキサン抽
出物質（油分） 〃 4,000mL mg／L 0.5 N.D. 〃 〃 

全 窒 素 〃 50mL 〃 0.05 ＜0.05 〃 小数点以下2桁 

全 燐 〃 〃 〃 0.003 ＜0.003 〃 小数点以下3桁 

生
活
環
境
項
目 

全 亜 鉛 〃 100～
1,000mL 〃 0.001 ＜0.001 〃 〃 

カドミウム 〃 500mL mg／L 0.001 ＜0.001 〃 〃 

全シアン 〃 50～
500mL 〃 0.1 N.D. 〃 小数点以下1桁 

鉛 〃 200～
500mL 

〃 0.005 ＜0.005 〃 小数点以下3桁 

健
康
項
目 

六価クロム 〃 40～
500mL 

〃 0.02 ＜0.02 〃 小数点以下2桁 
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表  示  方  法 
区
分 

項 目 測定方法 検水量 
単位 報告下限

値 

報告下限
値未満の
記載方法 

有効数字
最大桁数 

有効数字最
小の位 

砒 素 告示に掲げる方法。 500mL 〃 0.005 ＜0.005 2桁 小数点以下
3桁 

総 水 銀 〃 200mL mg/L 0.0005 ＜0.0005 〃 小数点以下
4桁 

アルキル水銀 〃 〃 〃 〃 N.D. 〃 〃 

P C B 〃 2,000mL 〃 〃 〃 〃 〃 

トリクロロエチレン 〃 250mL 〃 0.002 ＜0.002 〃 小数点以下
3桁 

テトラクロロエチレン 〃 〃 〃 0.0005 ＜0.0005 〃 小数点以下
4桁 

四塩化炭素 〃 〃 〃 0.0002 ＜0.0002 〃 ク 

ジクロロメタン 〃 〃 〃 0.002 ＜0.002 〃 小数点以下
3桁 

1,2-ジクロロエタン 〃 〃 〃 0.0004 ＜0.004 〃 小数点以下
4桁 

1,1,1-トリクロロエタ
ン 

〃 〃 〃 0.0005 ＜0.0005 〃 〃 

1,1,2-トリクロロエタ
ン 

〃 〃 〃 0.0006 ＜0.0006 〃 〃 

1,1-ジクロロエチレ
ン 

〃 〃 〃 0.002 ＜0.002 〃 小数点以下
3桁 

シス-1,2-ジクロロエ
チレン 

〃 〃 〃 0.004 ＜0.004 〃 〃 

1,3-ジクロロプロペ
ン 

〃 〃 〃 0.0002 ＜0.0002 〃 小数点以下
4桁 

チ ウ ラ ム 〃 1,000mL 〃 0.0006 ＜0.0006 〃 〃 

シ マ ジ ン 〃 〃 〃 0.0003 ＜0.0003 〃 〃 

チオベンカルブ 〃 〃 〃 0.002 ＜0.002 〃 小数点以下
3桁 

ベ ン ゼ ン 〃 250mL 〃 0.001 ＜0.001 〃 〃 

セ レ ン 〃 〃 〃 0.002 ＜0.002 〃 〃 

硝酸性窒素及び亜
硝酸性窒素 

〃 300mL N－mg/L 0.2 ＜0.2 〃 小数点以下
1桁 

ふ っ 素 〃 250mL mg/L 0.08 ＜0.08 〃 小数点以下
2桁 

健
康
項
目 

ほ う 素 〃 200mL 〃 0.02 ＜0.02 〃 〃 

フェノール類 
昭和49年9月30日付
け環境庁告示第64号
に掲げる方法。 

500mL 〃 0.005 ＜0.005 〃 小数点以下
3桁 

銅 〃 200mL 〃 0.01 ＜0.01 〃 小数点以下
2桁 

溶 解 性 鉄 〃 〃 〃 0.1 ＜0.1 〃 小数点以下
1桁 

溶解性マンガン 〃 〃 〃 0.02 ＜0.02 〃 小数点以下
2桁 

特
殊
項
目 

ク ロ ム 〃 500mL 〃 0.05 ＜0.05 〃 〃 
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表   示   方   法 

区
分 項目 測 定 方 法 検水量 単位 報告下限

値 

報告下限
値未満の
記載方法 

有効
数字
最大
桁数 

有効数字 
最小の位 

アンモニア性窒素 規格42.1及び42.2に定める
方法。 

250mL N－mg/L 0.1 ＜0.1 3桁 小数点以下
1桁 

E P N 

平成11年3月12日付け環水企第
89号,環水管第69号,環水規第79
号環境庁水質保全局企画課地下
水・地盤環境室長、水質管理課
長、水質規制課長通知による。 

1,000mL mg/L 0.0006 ＜0.0006 2桁 小数点以下
4桁 

オルトリン酸態燐 告示に掲げる方法。（分解
操作を除く。） 50mL P－mg/L 0.003 ＜0.003 3桁 小数点以下

3桁 

塩素イオン 規格35に定める方法。 100mL mg/L 2 ＜2 〃 整数 
（1の位） 

硫酸イオン 規格41に定める方法。 10mL 〃 5 ＜5 〃 〃 
アルミニウム及
びその化合物 

規格58.3及び58.4に定
める方法 

50mL 〃 0.01 ＜0.01 2桁 小数点以下
2桁 

MBAS 規格30.1に定める方法。 100mL 〃 0.01 ＜0.01 3桁 小数点以下
2桁 

クロロフィルa 
環境庁企画調整局編・水質汚濁
物質の測定分析に掲げる方法。 

1,000～
5,000mL μg/L 1 ＜1.0E00 2桁 小数点以下

1桁 

プランクトン 海洋観測指針（日本気象協
会）に掲げる方法。 - - - - - - 

そ
の
他
の
項
目 

導 電 率 規格13に定める方法。 - μS/cm 1 ＜1 － 整数 
（1の位） 

トリハロメタン生成
能 

平成6年7月14日付け環水管第
149号,環水規第163号,水質管理
課長、水質規制課長通知による。 

- mg/L 0.004 ＜0.004 2桁 小数点以下
3桁 

クロロホルム生成
能 

〃 2,000mL 〃 0.001 ＜0.001 〃 〃 

ブロモジクロロメタ
ン生成能 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

ジブロモクロロメタ
ン生成能 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能 ブロモホルム生成

能 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

クロロホルム 

平成11年3月12日付け環水企第
89号,環水管第69号,環水規第79
号環境庁水質保全局企画課地下
水・地盤環境室長、水質管理課
長、水質規制課長通知による。 

250mL 〃 0.0006 ＜0.0006 〃 小数点以下
4桁 

トランス-1,2-ジク
ロロエチレン 

〃 〃 〃 0.004 ＜0.004 〃 小数点以下
3桁 

1,2-ジクロロプロパン 〃 〃 〃 0.006 ＜0.006 〃 〃 

p-ジクロロベンゼン 〃 〃 〃 0.02 ＜0.02 〃 小数点以下
2桁 

イソキサチオン 〃 1,000mL 〃 0.0008 ＜0.0008 〃 小数点以下
4桁 

ダイアジノン 〃 〃 〃 0.0005 ＜0.0005 〃 〃 
フェニトロチオン 〃 〃 〃 0.0003 ＜0.0003 〃 〃 

イソプロチオラン 〃 〃 〃 0.004 ＜0.004 〃 小数点以下
3桁 

オキシン銅 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
クロロタロニル 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

プロピザミド 〃 〃 〃 0.0008 ＜0.0008 〃 小数点以下
4桁 

ジクロルボス 〃 〃 〃 0.001 ＜0.001 〃 小数点以下
3桁 

要
監
視
項
目 

フェノブカルブ 〃 〃 〃 0.002 ＜0.002 〃 〃 
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表  示  方  法 
区
分 

項 目 測 定 方 法 検水量 
単位 

報告 
下限値 

報告下限
値未満の
記載方法 

有効数字 
最大桁数 

有効数字 
最小の位 

イプロベンホス 

平成11年3月12日付け環水
企第89号,環水管第69号,環
水規第79号環境庁水質保
全局企画課地下水・地盤環
境室長、水質管理課長、水
質規制課長通知による。 

1,000mL mg/L 0.0008 ＜0.0008 2桁 
小数点以下

4桁 

クロルニトロフェン 〃 〃 〃 0.0001 ＜0.0001 〃 〃 

トルエン 〃 250mL 〃 0.06 ＜0.06 〃 
小数点以下

2桁 

キシレン 〃 〃 〃 0.04 ＜0.04 〃 〃 

フタル酸ジエチルヘ
キシル 

〃 40mL 〃 0.006 ＜0.006 〃 
小数点以下

3桁 

ニッケル 〃 200mL 〃 0.001 ＜0.001 〃 〃 

モリブデン 〃 〃 〃 0.007 ＜0.007 〃 〃 

アンチモン 

平成16年3月31日付け環水
企発第040331003号環水土
発第040331005号環境省環
境管理局水環境部長通知
による。 

100mL 〃 0.0002 ＜0.0002 〃 
小数点以下

4桁 

フェノール 

平成15年11月5日付け環水
企発第031105001号環水管
発第031105001号環境省環
境管理局水環境部長通知
による。 

50mL 〃 0.001 ＜0.001 〃 
小数点以下

3桁 

ホルムアルデヒド 〃 〃 〃 0.003 ＜0.003 〃 〃 

塩化ビニルモノマー 

平成16年3月31日付け環水
企発第040331003号環水土
発第040331005号環境省環
境管理局水環境部長通知
による。 

〃 〃 0.0002 ＜0.0002 〃 
小数点以下

4桁 

エビグロロヒドリン 〃 〃 〃 0.00004 
＜

0.00004 
〃 

小数点以下
5桁 

1,4－ジオキサン 〃 
200～
500mL 

〃 0.005 ＜0.005 〃 
小数点以下

3桁 

全マンガン 〃 200mL 〃 0.02 ＜0.02 〃 
小数点以下

2桁 

要
監
視
項
目 

ウ ラ ン 〃 
100～

1,000mL 
〃 0.0002 ＜0.0002 〃 

小数点以下
4桁 

（注）告示とは、昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号をいう。  
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準値については、環境庁告示により硝酸性窒素と亜硝酸

性窒素の合計値で示されており、報告下限値については、平成11年3月12日付け環水規第80号環境
庁水質保全局長通知により、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素それぞれの定量限界値を設定し、それぞ
れの報告下限値を合計した値を下限とすることになっている。  
また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素それぞれの報告下限値未満の場合に、報告下限値未満とす

ることになっている。  
そのため、福島県においては硝酸性窒素の報告下限値（0.1）及び亜硝酸性窒素の報告下限値（0.1）

の合計値（0.2）を報告下限値とする。  

－9－ 



水質異常時における測定結果表 
 

1 採水機関名  5 分析機関名  

2 水 域 名  6 環境基準類型  

3 採水地点  7 測定計画番号  

4 採水月・日・時刻  8 分析月日  

9 基準を超えた項目  

10 測 定 値  

11 基 準 値  

（具体的な状況） 
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